
２福保保健第４３２号

令 和 ２ 年 ８ 月 ３ 日

（区市町村名）保健衛生主管部長 殿

東京都福祉保健局保健政策部長

成 田 友 代  

令和元年東京都生活習慣病検診管理指導協議会がん部会における意見について

日頃より、東京都の保健衛生行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（健発第 0331058 号平成 20 年 3

月 31 日厚生労働省健康局長通知別添）（以下、「指針」という。）では、都道府県が設置する

生活習慣病検診等管理指導協議会のがんに関する部会において、区市町村が行うがん検診の評

価、指導等を実施することが求められています。

先般、令和元年度第２回東京都生活習慣病検診管理指導協議会がん部会（以下、「がん部会」

という。）において「東京都におけるがん検診精度管理評価事業（令和元年度実施分）」によ

り集約した区市町村のがん検診の実施状況等について評価したところ、別紙のとおり意見があ

りましたので通知します。

また、精密検査（以下、「精検」という。）受診率が許容値に達していない区市町村につき

ましては、精検未受診率と精検結果未把握率を区別し、いずれか高い指標を優先して改善して

いただきたく、別紙に記載した内容を参考に御対応の上、対応状況を別添にて御報告ください。

あわせて、がん部会において、がん検診精度管理の改善事例集を都が作成し、区市町村に共

有するよう意見があったため、精検受診率が許容値に達している区市町村につきましても、こ

れまでの取組内容や改善した事例について、別添にて御報告ください。

なお、がん部会意見に基づいて、指針外検診の見直しや精度管理の向上に向けた取組の確認

のため、いくつかの区市町村を個別訪問する予定です。対象となった区市町村には別途御連絡

しますので、御理解御協力の程、よろしくお願いいたします。

【担 当】

東京都福祉保健局保健政策部健康推進課

成人保健担当 江口、利根川、村松

電 話:03-5320-4363

メール:S0000289@section.metro.tokyo.jp

資料 ３－１



東京都生活習慣病検診管理指導協議会がん部会意見

１ 科学的根拠に基づくがん検診の実施

がん死亡率減少効果と不利益の対比の観点から、国の指針で推奨されたがん検診手法を東京都で

も推奨しています。

東京都においては、都内自治体の皆様の御協力の下、指針外検診が減少傾向にありますが、指針

外検診を実施している自治体につきましては、引き続き見直しを御検討ください。

※ 上記内容については、令和元年度実施「東京都におけるがん検診精度管理評価事業」実施状況  

調査(令和元年度検診実施分)の結果から作成しています。

※ 指針外検診の問題点については、参考資料を御覧ください。

≪指針で定める区市町村で実施するがん検診の内容（平成２８年２月一部改正）≫

種類 検査項目 対象者 受診間隔

胃がん検診 問診に加え、胃部エックス線

検査又は胃内視鏡検査のい

ずれか

５０歳以上
※当分の間、胃部エックス

線検査については４０歳以

上に対し実施可

２年に１回
※当分の間、胃部エッ

クス線検査について

は年１回実施可

子宮頸がん検診 問診、視診、子宮頸部の細胞

診及び内診

２０歳以上 ２年に１回

肺がん検診 質問（問診）、胸部エックス

線検査及び喀痰細胞診

４０歳以上
※喀痰細胞診は５０歳以上

で喫煙指数６００以上の者

年１回

乳がん検診 問診及び乳房エックス線検

査（マンモグラフィ）
※視診、触診は推奨しない

４０歳以上 ２年に１回

大腸がん検診 問診及び便潜血検査（２日

法）

４０歳以上 年１回

厚生労働省ホームページより引用（一部改変）

別紙

※点線囲み部分は自治体の状況により変更となる部分

（資料３－参考資料（別添１）を参照）

がんの種類 指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

胃 胃内視鏡（40～49歳）、毎年
指針外の対象者及び受診間隔に該当する
ため

検診対象者及び受診間隔の見直しを御検討ください。



２ がん検診精密検査受診率の向上

精検受診率の向上には、精検未受診率と精検結果未把握率とを正確に区別した上で比較し、いず

れか高い指標を優先して改善していくことが重要です。

「東京都がん対策推進計画（第二次改定）」で定めた「がん検診精検受診率 90％」の目標値達成

の取組を一層推進していくため、昨年度に引き続き、精検受診率を重点改善指標とし、改善に向け

取り組んでいくようがん部会より意見がありました。

このことを受け、精検受診率が許容値未満（乳がん 80％以上、乳がん以外 70％以上）の自治体に

おいては、以下の状況に鑑み、（１）の取組を参考に該当指標値の改善を検討してください。

また、精検受診率が許容値に満たない要因の分析、精検受診率の向上に向けた今後の取組につい

て、（２）のとおり東京都宛に御報告ください。

≪がん検診精密検査の状況（精検受診率が許容値未満のがん種のみ数値記載）≫

※ がん種毎に高い指標値が異なる場合は、該当するがん種が多い指標値を優先的に改善してくださ

い。また、同数の場合は精検結果未把握率を優先して改善してください。

※ 上記内容については、令和元年度実施「東京都におけるがん検診精度管理評価事業」結果入力シ

ート(平成 29 年度実施分)の結果から作成しています。なお、都内全自治体のプロセス指標等を記載

した当該データ一覧については、東京福祉保健局ホームページ「とうきょう健康ステーション」に

掲載しています(東京都生活習慣病検診管理指導協議会(令和元年度第 2回がん部会)資料 2‐5)。

    https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/gan/torikumi-kankei/kyougikai/

（１） 精検結果未把握率を下げるための取組

ア 精検結果把握体制の構築

   ・精検結果報告書（東京都統一様式）や都指針掲載の様式類の導入

   ・精検結果回収ルートの整備

    都内の状況をみると、精密検査実施医療機関から区市町村に報告されるまでに介在する医療

機関が少ない回収ルートは精検結果未把握率が低い傾向にあります。

    例１）精密検査実施医療機関から直接区市町村に報告

    例２）精密検査実施医療機関から地区医師会を通じて区市町村に報告

     ・精検報告書の依頼文に報告期限を明記（例：精検実施日から１か月以内に返却など）

・精検結果について一次検診機関や要精検者本人に定期的に確認する（例：３か月、６か月、

１年後の計３回の確認など）。

  イ 精密検査機関一覧を要精検者に提示

       精検結果の報告に同意を得られた医療機関を一覧にし、要精検者に提示することで、精検結

果が報告される体制を構築する。
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集団

個別 44.4% 19.4% 36 .1% 61.6% 1.2% 37.2% 51.2% 23.3% 25.5% 51.9% 3.7% 44 .4% 54.3% 14.6% 31.1%

合計 44.4% 19.4% 36.1% 61.6% 1.2% 37.2% 51.2% 23.3% 25.5% 51.9% 3.7% 44.4% 54.3% 14.6% 31.1%

子宮頸 乳胃（エックス線） 胃（内視鏡） 肺（統合） 大腸

サンプル「精検結果未把握率」が高い自治体への助言内容

※点線囲み部分は自治体の状況により変更となる部分

（表：資料 3－参考資料(別添２)、(1)のコメント：参考資料 3－参考資料（別添３）を参照）



＜参考＞「事業評価のためのチェックリスト(市区町村用)」の関連項目

  精検受診率向上に対応するチェックリスト項目です。取組の参考にしてください。

市区町村の役割 対応するチェックリスト項目

① 精検受診の

有無の把握

個人毎の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を、市区町村、検診機関（医療機

関）、精密検査機関が共有しているか

精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義に従って区別し、精密検査未受診者を特

定しているか

精検受診率を集計しているか

精検未受診率と未把握率を定義に従って区別し、集計しているか

② 精検未受診

者に対する

受診勧奨

要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）※の一覧を提示して

いるか※ここで提示する精密検査機関には、可及的に精密検査結果の報告を義務付けること

精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか

③ 精検受診率

の分析

精検受診率を性別・年齢 5 歳階級別に集計しているか

精検受診率を検診機関別に集計しているか

精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか

（２）取組報告

精検受診率の向上に向け、以下のとおり御報告いただくようお願いいたします。

  ア 報告方法

(ア) 精検受診率が許容値未満のがん種があった自治体

     別添「がん検診精密検査受診率向上に向けた取組について（報告）」に、精検未受診率又

は精検結果未把握率が低い要因を記入し、（１）を踏まえた今後の取組を記入してください。

     また、昨年度御提出いただいた同報告の「今後の取組」御記入いただいたことで、実施し

て改善できた事例等がありましたら、併せて記入してください。

   (イ) 精検受診率が許容値を満たしている自治体

     別添「がん検診精密検査受診率向上に向けた取組について（報告）」に、これまでの取組

及び改善事例を記入してください。

  イ 報告期限

    令和 2 年 8月 28 日（金曜日）

  ウ 報告先

    東京都福祉保健局保健政策部健康推進課 成人保健担当 精度管理ライン宛

    メールアドレス：S0000289@section.metro.tokyo.jp
エ 報告の目的

    精検受診率が低値である原因を当該区市町村が自ら調査し把握することにより、地域の実情

に応じた効果的な取組を提案していただき、今後、都においてその取組の進捗状況を確認する

ため。また、実際に精検受診率向上に寄与した取組について区市町村に共有することで都全体

の精検受診率向上に繋げるため。

参考 国立がん研究センターがん対策情報センター

「自治体担当者のためのがん検診精度管理マニュアル＜第 2 版＞」Ⅳ章 精検受診の有無の把握と受診勧奨

←許容値未満のがん種がなかった自治体は（１）となる。



≪精検受診率向上に向けた参考資料≫

  ① 「自治体担当者のためのがん検診精度管理マニュアル＜第２版＞」（国立がん研究センター

がん対策情報センター）

    https://ganjoho.jp/med_pro/pre_scr/screening/screening_manual.html
  ② 「がん検診精度管理向上の手引き（平成２５年３月）」（東京都福祉保健局）

      https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/gan/torikumi/pdf/2013/tebiki01.pdf

３ その他

（１）東京都生活習慣病検診管理指導協議会がん部会について

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（健発第０３３１０５８号平成２０

年３月３１日厚生労働省健康局長通知別添）において、都道府県はがん等の動向を把握し、また

市町村、検診実施機関に対し、検診の実施方法や精度管理の在り方等について、専門的な見地か

ら適切な指導を行うために協議会を設置するものとしており、東京都では当該協議会設置の上、

がん検診に係る評価を行うためにがん部会を設置しています。

これまでの部会の議事録は東京都福祉保健局ホームページ「受けよう！がん検診」「とうきょ

う健康ステーション」内「受けよう！がん検診」＞ 東京都の取組：区市町村・医療機関向け事業

＞生活習慣病検診管理指導協議会のページで公表しています。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/gan/torikumi-kankei/kyougikai/

（２）「東京都がん検診精度管理評価事業」について

東京都では、区市町村が行うがん検診における精度管理を充実させるとともに、東京都全体

のがん検診事業の評価を行い、もってより精度の高いがん検診の実施に寄与することを目的に、

「東京都がん検診精度管理評価事業」を実施しています。

毎年夏から秋にかけてがん検診の実施状況等について調査を行い、がん部会での評価を経て

結果はホームページに公表しています。令和元年度調査（平成 29 年度がん検診実施分等）の

結果は東京都福祉保健局ホームページ「とうきょう健康ステーション」内、「受けよう！がん

検診」＞がん検診に関する統計や調査について：統計データや各種調査はこちらをご覧くださ

い。＞「統計データ(受診率・検診受診率等)」のページで公表しています。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/gan/toukei/data/

各がん検診の推奨される方法とその根拠については添付の下記資料を御覧ください。

参考資料１：「有効性評価に基づく胃がん検診ガイドライン 2014 年度版」「胃がん検診の推奨グレード」

参考資料２：「有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン」「肺がん検診の推奨レベル」

参考資料３：「有効性評価に基づく大腸がん検診ガイドライン」「大腸がん検診の推奨レベル」

参考資料４：「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン」「子宮頸がん検診の推奨グレード」

参考資料５：「有効性評価に基づく乳がん検診ガイドライン 2013 年度版」「乳がん検診【推奨のまとめ】」

参考資料６：「有効性評価に基づく前立腺がん検診ガイドライン」「前立腺がん検診の推奨グレード」

参考資料７：「前立腺がん検診ガイドライン」



がん検診精密検査受診率向上に向けた取組について（報告）

要因の分析

今後の取組
※現段階の案でも可

これまでの取組内容
及び

改善事例
※昨年度の同報告で

「今後の取組」に記入

し、実施したことがありま

したら、そちらも御記入く

ださい。

≪御担当者情報≫
区市町村名
担当者名
担当者連絡先

御協力いただき、誠にありがとうございました。
なお、今後、がん部会意見を踏まえたがん検診改善事例集を作成予定です。御記入いただいた内容

をホームページ等で公表し、御紹介させていただくことがありますので、御了承願います。

【提出期限】
令和２年８月２８日（金曜日）

【提出方法】
メールにて御提出ください。
MAIL: S0000289@section.metro.tokyo.jp
宛先：東京都福祉保健局保健政策部健康推進課成人保健担当（精度管理ライン） 宛

別添



別紙１

令和元年度第２回　生活習慣病検診管理指導協議会がん部会の意見一覧（通知への差込データ）
資料３－参考資料（別添１）

区市町村
がんの
種類

指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

千代田区 胃 胃内視鏡（40～49歳）、毎年
指針外の対象者及び受診間隔に該当するた
め

検診対象者及び受診間隔の見直しを御検討ください。

胃 胃部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

乳 視触診及びマンモグラフィ（36～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

胃 胃部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

肺 喀痰細胞診（高危険群以外） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

大腸 便潜血二日法（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

子宮頸 HPV検査（30・33・36・39歳）、細胞診（毎年） 指針外の検診方法及び受診間隔に該当するため

HPV検査は死亡率減少効果を示す証拠が不十分
であるため、対策型検診として実施することは勧めら
れません。検診方法の変更及び受診間隔の見直し
を御検討ください。

乳 視触診単独法（30～39歳、毎年）
指針外の検診方法、対象者及び受診間隔に
該当するため

視触診単独法は、死亡率減少効果を示す証拠が不
十分であるため、対策型検診として勧められませ
ん。検診方法、対象者及び受診間隔の変更を御検
討ください。

前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

喉頭がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

その他

港区

中央区



別紙１

区市町村
がんの
種類

指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

口腔がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

新宿区 その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

文京区 意見無し
引き続き指針に準拠したがん検診の実施をお願い
いたします。

台東区 意見無し
引き続き指針に準拠したがん検診の実施をお願い
いたします。

胃
ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（30,35,40,50,60歳で過去に当該検査を受診し
ていない者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40,45,50,55,60,65,70,74歳で過去に当該検査
を受診していない者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

胃内視鏡検査（50歳のみ実施） 対象年齢を限定しているため 検診対象者の見直しを御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

江東区

墨田区

胃



別紙１

区市町村
がんの
種類

指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

胃
ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（50,55,60,65,70,75歳で過去に当該検査を受診
していない者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

肺 胸部CT（低線量）　選択制 指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

乳
・超音波検査及び視触診（34・36・38歳）
・超音波検査（40歳以上マンモグラフィ受診者に希
望により追加）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

喉頭がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

目黒区 胃
ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40,45,50,55,60,65,70,74歳で過去に当該検査
を受診していない者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

胃
ヘリコバクターピロリ抗体検査のみ（新成人（平成
11年４月２日～平成12年４月１日生まれの者、対象
年齢の年のみ受診可）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

子宮頸 細胞診（毎年） 指針外の受診間隔に該当するため 受診間隔の見直しを御検討ください。

乳 視触診及びマンモグラフィ（毎年） 指針外の受診間隔に該当するため 受診間隔の見直しを御検討ください。

前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

喉頭がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

その他

その他

品川区

大田区



別紙１

区市町村
がんの
種類

指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

胃
ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40,45,50,60,70歳で過去に当該検査を受診し
ていない者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

肺 喀痰細胞診（高危険群以外） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

子宮頸 細胞診（20～39歳、毎年） 指針外の受診間隔に該当するため 受診間隔の見直しを御検討ください。

前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

口腔がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

渋谷区 意見無し
引き続き指針に準拠したがん検診の実施をお願い
いたします。

胃内視鏡（40歳以上で胃部エックス線検査の実施
が困難な方（身体障害者手帳をお持ちの方））

指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40歳以上で過去に当該検査を受診していない
者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

肺 検診実施なし 指針に準拠したがん検診が未実施であるため 指針に準拠したがん検診の実施を御検討ください。

杉並区 その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

その他

胃

中野区

世田谷区



別紙１

区市町村
がんの
種類

指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

胃

・ヘリコバクターピロリ抗体検査（20歳～39歳
で過去に受けたことのない者）
・ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ
抗体検査（40・50歳で過去に受けたことのない
者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

肺 胸部CT（低線量）検査 指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

大腸 便潜血二日法（30～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

子宮頸 ＨＰＶ検査（30・36・40歳） 指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
検診方法の変更を御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

胃部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（39,44,49,54,59,64歳で過去の当該検査を受診
していない者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

肺 検診実施なし 指針に準拠したがん検診が未実施であるため 指針に準拠したがん検診の実施を御検討ください。

大腸 便潜血二日法（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

胃部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（35,40,45,50,55,60歳で過去の当該検査を受診
していない者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

肺 喀痰細胞診（高危険群以外） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

胃

北区

胃

豊島区

荒川区



別紙１

区市町村
がんの
種類

指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40,50,60歳 除菌歴のない者）
上記受診者はＸ線検査対象外

指針外の検診方法に該当するため

ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検査
は、死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるた
め、対策型検診として勧められません。当検査対象
者が指針内の検診方法を受診できるよう御検討くだ
さい。

胃内視鏡（50、52、54、56、58歳のみ受診可） 対象年齢を限定しているため 検診対象者の見直しを御検討ください。

大腸 便潜血二日法（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

子宮頸 細胞診（20～29歳、毎年） 指針外の受診間隔に該当するため 受診間隔の見直しを御検討ください。

前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

喉頭がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

練馬区 その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

胃
・ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40～74歳で過去に当該検査を受診していない
者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

その他

板橋区

胃

足立区
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区市町村
がんの
種類

指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

胃
ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40,50,60歳の区特定検診対象者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果が不十分であるため、対策型検診
として勧められません。検診方法の変更を御検討く
ださい。

子宮頸 細胞診（毎年） 指針外の受診間隔に該当するため 受診間隔の見直しを御検討ください。

乳 マンモグラフィは視触診が異常なしの者に実施
指針外の検診方法及び対象者に該当するた
め

視触診単独法は、指針では推奨していませんので、
マンモグラフィと併用して実施してください。検診方
法及び対象者の見直しを御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

胃部X線（30～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

胃内視鏡（50、60、70歳のみ受診可） 対象年齢を限定しているため 検診対象者の見直しを御検討ください。

肺 喀痰細胞診（高危険群以外） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

乳
超音波検査(30～39歳 毎年、40歳～64歳はマンモ
グラフィとの選択制）

指針外の検診方法及び対象者に該当するた
め

超音波検査は死亡率減少効果を示す証拠が不十
分であるため、対策型検診として勧められません。
検診方法の変更を御検討ください。

前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

口腔がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

胃
胃内視鏡（50歳～74歳以下の者で、年度末偶数
年齢の者）

対象年齢に上限を設定しており、受診機会を
偶数年齢に限定しているため

検診対象者の見直しを御検討ください。

子宮頸 細胞診（毎年） 指針外の受診間隔に該当するため 受診間隔の見直しを御検討ください。

その他

胃

八王子市

江戸川区

葛飾区
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区市町村
がんの
種類

指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

胃部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（50～54歳で過去の当該検査を受診していない
者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

肺
胸部X線（35～39歳）、喀痰細胞診（高危険群以
外）

指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

大腸 便潜血二日法（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

胃部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40,45,50,55,60,65,70,75歳で過去の当該検査
を受診していない者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

子宮頸 HPV検査（ASC-US例のみ） 指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
検診方法の変更を御検討ください。

胃
ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40,45,50,55,60,65,70歳で過去の当該検査を
受診していない者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

子宮頸 細胞診（毎年） 指針外の受診間隔に該当するため 受診間隔の見直しを御検討ください。

乳

・超音波検査及び視触診(30歳以上 、マンモグラ
フィとの選択制、視触診は希望制）
・視触診及びマンモグラフィ（30～39歳　超音波と
の選択制）

指針外の検診方法及び対象者に該当するた
め

超音波検査は、死亡率減少効果を示す証拠が不十
分であるため、対策型検診として勧められません。
検診方法の変更及び検診対象者の見直しを御検討
ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

胃 胃部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

肺 喀痰細胞診（高危険群以外） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

青梅市

胃

胃

立川市

武蔵野市

三鷹市
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区市町村
がんの
種類

指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

喉頭がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

胃 胃部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

肺
胸部X線（30～39歳）、喀痰細胞診（高危険群以
外）

指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

子宮頸 細胞診（毎年） 指針外の受診間隔に該当するため 受診間隔の見直しを御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

胃部X線（30～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40歳から49歳で、過去にピロリ菌の除菌を受け
たことがある方、過去に同内容の検査を受けたこと
がある方、医師が受けることが適当でないと判断し
た方は除く）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果が不十分であるため、対策型検診
として勧められません。検診方法の変更を御検討く
ださい。

肺 喀痰細胞診（高危険群以外） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

大腸 便潜血二日法（30～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

府中市 その他

調布市

胃

昭島市
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区市町村
がんの
種類

指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

胃

・指針内検診実施なし
・ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（30歳以上で過去の当該検査を受診していない
者）

指針外の検診方法かつ指針に準拠したがん
検診が未実施であるため

死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

肺 検診実施なし 指針に準拠したがん検診が未実施であるため 指針に準拠したがん検診の実施を御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

小金井市 胃 胃部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

胃 胃部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

大腸 便潜血二日法（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

乳 視触診単独（30～39歳　毎年）
指針外の検診方法及び対象者に該当するた
め

死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。検診方法の変更及び対象者の
見直しを御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

日野市 胃
ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40、50歳で過去の当該検査を受診していない
者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

東村山市 胃
ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40～74歳以上で過去の当該検査を受診してい
ない者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果が不十分であるため、対策型検診
として勧められません。検診方法の変更を御検討く
ださい。

小平市

町田市
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区市町村
がんの
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指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

肺 喀痰細胞診（高危険群以外） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

乳 問診票により視触診の有無を判断 指針外の検診方法に該当するため 検診方法の見直しを御検討ください。

その他 口腔がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

胃部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（50～５９歳で過去の当該検査を受診していない
者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

胃 胃部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

肺
胸部X線（35～39歳）、喀痰細胞診（高危険群以
外）

指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

大腸 便潜血二日法（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

口腔がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

その他

胃国立市

国分寺市

福生市
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区市町村
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指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

胃部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40,45,50,55,60,65歳）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

肺 胸部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

大腸 便潜血二日法（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

胃部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40～74歳で過去の当該検査を受診していない
者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

清瀬市 その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

東久留米市 意見無し
引き続き指針に準拠したがん検診の実施をお願い
いたします。

武蔵村山市 その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

胃

狛江市

胃

東大和市
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指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

胃
ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40歳）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

稲城市 肺
指針内検診実施なし
胸部CT検査（低線量）のみ実施（40歳以上）

指針外の検診方法かつ指針に準拠したがん
検診が未実施であるため

死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

羽村市 肺 喀痰細胞診（高危険群以外） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

胃部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

ヘリコバクターピロリ抗体検査（20,25,30,35,39歳で
過去の当該検査を受診していない者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

肺 胸部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

大腸 便潜血二日法（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

乳 視触診及びマンモグラフィ（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

口腔がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

多摩市

その他

胃

あきる野市



別紙１

区市町村
がんの
種類

指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

胃
ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40～74歳の偶数年齢で過去の当該検査を受
診していない者）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

喉頭がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

瑞穂町 意見無し
引き続き指針に準拠したがん検診の実施をお願い
いたします。

日の出町 その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

胃部X線（30～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

胃内視鏡(50～59歳になる方で希望者)、毎年
対象年齢に上限を設定し、指針外の受診間
隔に該当するため

検診対象者及び受診間隔の見直しを御検討くださ
い。

肺 胸部X線（30～39歳）、喀痰細胞診（30～49歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

大腸 便潜血二日法（30～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

子宮頸 細胞診（毎年） 指針外の受診間隔に該当するため 受診間隔の見直しを御検討ください。

・超音波検査（20～39歳 毎年、マンモグラフィとの
選択性）
・前年度「高濃度乳房」と診断され、超音波検査を
希望する者は40歳以上でも受診可能

指針外の検診方法、対象者及び受診間隔に
該当するため

死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法、対象
者及び受診間隔の変更を御検討ください。

マンモグラフィ（20～39歳、毎年） 指針外の受診間隔に該当するため 受診間隔の見直しを御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

胃

その他

西東京市

檜原村

乳



別紙１

区市町村
がんの
種類

指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

胃 胃部X線（30～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

肺 胸部X線(30～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

大腸 便潜血二日法（30～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

大島町 乳 視触診及びマンモグラフィ（30～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（40歳以上）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

胃内視鏡（40～49歳）、毎年
指針外の対象者及び受診間隔に該当するた
め

対象者及び受診間隔の見直しを御検討ください。

肺 喀痰細胞診（高危険群以外） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

子宮頸 細胞診（毎年） 指針外の受診間隔に該当するため 受診間隔の見直しを御検討ください。

乳
・指針内検診実施なし
・超音波検査及び視触診(20歳以上 毎年）

指針外の検診方法かつ指針に準拠したがん
検診が未実施であるため

死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

子宮頸 検査を2年に1回開催 受診機会を限定しているため 受診間隔の見直しを御検討ください。

乳
視触診及びマンモグラフィ（20～39歳）、検診を2年
に1回開催

指針外の対象者への検診に該当し、受診機
会を限定しているため

検診対象者及び受診間隔の見直しを御検討くださ
い。

奥多摩町

胃

新島村

利島村



別紙１

区市町村
がんの
種類

指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

胃内視鏡検査（20～49歳）、毎年
指針外の対象者及び受診間隔に該当するた
め

検診対象者及び受診間隔の見直しを御検討くださ
い。

ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検
査（20歳以上）

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

肺
胸部X線（20～39歳）、喀痰細胞診（高危険群以
外）

指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

大腸 便潜血二日法（20～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

子宮頸 細胞診（毎年） 指針外の受診間隔に該当するため 受診間隔の見直しを御検討ください。

乳 視触診及びマンモグラフィ（20～39歳）、毎年
指針外の対象者及び受診間隔に該当するた
め

検診対象者及び受診間隔の見直しを御検討くださ
い。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

三宅村 意見無し
引き続き指針に準拠したがん検診の実施をお願い
いたします。

胃 胃部X線（35～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

肺
胸部X線（30～39歳）、喀痰細胞診（高危険群以
外）

指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

大腸 便潜血二日法（30～39歳） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

コルポスコープ診（毎年） 指針外の検診方法に該当するため

コルポスコープ診は死亡率減少効果を示す証拠が
不十分であるため、対策型検診として実施すること
は勧められません。今後の実施については御検討く
ださい。

細胞診（毎年） 指針外の受診間隔に該当するため 受診間隔の見直しを御検討ください。

乳
・指針内検診実施なし
・超音波検査及び視触診(30歳以上 毎年）

指針外の検診方法かつ指針に準拠したがん
検診が未実施であるため

死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

胃

子宮頸

御蔵島村

神津島村



別紙１

区市町村
がんの
種類

指針外の検査項目及び対象者等 理由 がん部会からの意見

八丈町 胃 75歳以上実施無し 対象年齢に上限を設定しているため 検診対象者の見直しを御検討ください。

胃 胃内視鏡検査（40～49歳）、毎年
指針外の対象者及び受診間隔に該当するた
め

検診対象者及び受診間隔の見直しを御検討くださ
い。

肺 喀痰細胞診（高危険群以外） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

超音波検査（毎年） 指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

細胞診（毎年） 指針外の受診間隔に該当するため 受診間隔の見直しを御検討ください。

乳
指針内検診実施なし
超音波検査及び視触診(40歳以上 毎年）

指針外の検診方法かつ指針に準拠したがん
検診が未実施であるため

死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として勧められません。検診方法の変更
を御検討ください。

その他 前立腺がん関連検査 指針外のがん検診の種類に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

胃 胃内視鏡（40～49歳）、毎年
指針外の対象者及び受診間隔に該当するた
め

対象者及び受診間隔の見直しを御検討ください。

肺 喀痰細胞診（高危険群以外） 指針外の対象者への検診に該当するため 検診対象者の見直しを御検討ください。

コルポスコープ診及び超音波検査（20、25歳、30
歳以上）、毎年

指針外の検診方法に該当するため
死亡率減少効果を示す証拠が不十分であるため、
対策型検診として実施することは勧められません。
今後の実施については御検討ください。

細胞診（20、25歳、30歳以上）、毎年 指針外の受診間隔に該当するため 受診間隔の見直しを御検討ください。

乳

・視触診及びマンモグラフィ又は超音波検査（30～
39歳はマンモグラフィ又は超音波検査の選択制
毎年）
・乳汁細胞診（医師が必要と認める方）

指針外の検診方法、対象者及び受診間隔に
該当するため

超音波検査及び乳汁細胞診は、死亡率減少効果を
示す証拠が不十分であるため、対策型検診として勧
められません。検診方法、対象者及び受診間隔の
変更を御検討ください。

小笠原村

子宮頸

青ヶ島村

子宮頸



精検受診率に係るがん部会意見発出対象一覧 資料３－参考資料（別添２）

別紙２

精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

集団
個別 44.4% 19.4% 36.1% 61.6% 1.2% 37.2% 51.2% 23.3% 25.5% 51.9% 3.7% 44.4% 54.3% 14.6% 31.1%

合計 44.4% 19.4% 36.1% 61.6% 1.2% 37.2% 51.2% 23.3% 25.5% 51.9% 3.7% 44.4% 54.3% 14.6% 31.1%

集団 9.1% 0.0% 90.9%

個別 45.2% 0.0% 54.8% 41.9% 11.0% 47.1% 59.1% 2.7% 38.2% 49.4% 0.0% 50.6%

合計 45.2% 0.0% 54.8% 41.9% 11.0% 47.1% 59.1% 2.7% 38.2% 48.5% 0.0% 51.5%

集団
個別 58.7% 12.0% 29.2% 69.4% 8.3% 22.2% 52.0% 17.2% 30.8% 74.3% 11.6% 14.1%

合計 58.7% 12.0% 29.2% 69.4% 8.3% 22.2% 52.0% 17.2% 30.8% 74.3% 11.6% 14.1%

集団
個別 64.7% 13.3% 21.9% 未集計 未集計 未集計 60.1% 7.4% 32.4% 53.6% 15.2% 31.2%

合計 64.7% 13.3% 21.9% 未集計 未集計 未集計 60.1% 7.4% 32.4% 53.6% 15.2% 31.2%

集団
個別 60.7% 0.0% 39.3% 50.3% 0.0% 49.7% 68.0% 6.0% 26.0% 42.6% 0.0% 57.4%

合計 60.7% 0.0% 39.3% 50.3% 0.0% 49.7% 68.0% 6.0% 26.0% 42.6% 0.0% 57.4%

集団 未集計 未集計 未集計

個別 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計

合計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計

集団 67.6% 8.8% 23.5% 30.8% 0.0% 69.2%

個別 81.7% 6.3% 12.0% 59.3% 8.6% 32.1%

合計 80.0% 6.6% 13.4% 30.8% 0.0% 69.2% 59.3% 8.6% 32.1%

集団 68.3% 5.0% 26.6%

個別 62.5% 19.4% 18.2% 67.5% 0.3% 32.2%

合計 68.3% 5.0% 26.6% 62.5% 19.4% 18.2% 67.5% 0.3% 32.2%

集団
個別 52.4% 0.0% 47.6%

合計 52.4% 0.0% 47.6%

集団
個別 40.0% 50.0% 10.0% 43.2% 43.5% 13.3%

合計 40.0% 50.0% 10.0% 43.2% 43.5% 13.3%

集団
個別
合計
集団 84.3% 1.9% 13.8% 74.5% 3.5% 22.0%

個別 41.7% 8.3% 50.0% 48.9% 2.6% 48.5% 40.3% 5.5% 54.2% 60.3% 5.7% 34.1%

合計 83.6% 2.0% 14.4% 48.9% 2.6% 48.5% 44.6% 5.2% 50.2% 60.3% 5.7% 34.1%

集団
個別
合計
集団 58.8% 0.0% 41.2%

個別 42.6% 27.3% 30.1%

合計 58.8% 0.0% 41.2% 42.6% 27.3% 30.1%

集団 83.3% 6.7% 10.0%

個別 67.6% 32.4% 0.0% 45.1% 29.4% 25.5%

合計 69.4% 29.4% 1.2% 45.1% 29.4% 25.5%

集団
個別 59.4% 14.6% 26.0% 51.6% 2.6% 45.8% 73.9% 4.1% 22.0%

合計 59.4% 14.6% 26.0% 51.6% 2.6% 45.8% 73.9% 4.1% 22.0%

集団 70.6% 1.2% 28.2% 67.7% 0.0% 32.3%

個別 43.9% 0.0% 56.1% 64.0% 0.0% 36.0%

合計 55.5% 0.5% 44.0% 64.9% 0.0% 35.1%

集団 78.5% 1.0% 20.4%

個別 44.4% 1.6% 54.0%

合計 70.1% 1.2% 28.7%

集団
個別 46.7% 10.8% 42.5% 53.1% 0.9% 46.0% 77.2% 1.4% 21.4%

合計 46.7% 10.8% 42.5% 53.1% 0.9% 46.0% 77.2% 1.4% 21.4%

集団 60.9% 7.4% 31.7%

個別 67.0% 14.2% 18.7%

合計 66.7% 13.8% 19.5%

集団
個別 48.7% 0.0% 51.3% 61.2% 0.1% 38.7% 66.6% 1.9% 31.5%

合計 48.7% 0.0% 51.3% 61.2% 0.1% 38.7% 66.6% 1.9% 31.5%

集団 83.0% 0.0% 17.0%

個別 53.1% 0.9% 46.0% 36.6% 0.4% 63.0% 57.8% 0.0% 42.2%

合計 53.1% 0.9% 46.0% 38.1% 0.4% 61.5% 57.8% 0.0% 42.2%

集団 51.0% 3.3% 45.8% 52.8% 7.4% 39.8%

個別 26.5% 2.6% 70.9%

合計 51.0% 3.3% 45.8% 52.8% 7.4% 39.8% 26.5% 2.6% 70.9%

千代田区

中央区

港区

新宿区

子宮頸 乳

文京区

胃（エックス線） 胃（内視鏡） 肺（統合） 大腸

北区

台東区

墨田区

江東区

品川区

目黒区

大田区

世田谷区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

4

0

3

3

1

類型

5

4

4

3

該当が
ん種数

2

3

2

1

3

2

0

4

0

2

1

3

3

3

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅰ

Ⅳ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ
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精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

子宮頸 乳胃（エックス線） 胃（内視鏡） 肺（統合） 大腸
類型

該当が
ん種数

集団
個別
合計
集団 78.7% 5.3% 16.0%

個別 47.7% 13.1% 39.2%

合計 49.5% 12.7% 37.8%

集団 43.8% 0.0% 56.3%

個別 50.4% 0.0% 49.6% 47.5% 1.6% 51.0% 72.9% 0.0% 27.1%

合計 50.3% 0.0% 49.7% 47.5% 1.6% 51.0% 72.9% 0.0% 27.1%

集団
個別 66.7% 0.0% 33.3% 39.9% 0.0% 60.1%

合計 66.7% 0.0% 33.3% 39.9% 0.0% 60.1%

集団 23.5% 0.0% 76.5%

個別 30.5% 0.6% 68.9% 50.0% 0.0% 50.0% 32.5% 0.0% 67.5%

合計 30.5% 0.6% 68.9% 50.0% 0.0% 50.0% 29.8% 0.0% 70.2%

集団
個別
合計
集団 69.7% 0.0% 30.3% 50.6% 0.0% 49.4%

個別 65.1% 0.6% 34.3% 0.0% 0.0% 100.0%

合計 69.7% 0.0% 30.3% 50.6% 0.0% 49.4% 65.1% 0.6% 34.3% 0.0% 0.0% 100.0%

集団
個別 61.7% 33.6% 4.7%

合計 61.7% 33.6% 4.7%

集団
個別 64.1% 2.7% 33.2%

合計 64.1% 2.7% 33.2%

集団 61.3% 0.0% 38.7% 66.7% 0.0% 33.3%

個別 65.6% 18.0% 16.4%

合計 61.3% 0.0% 38.7% 66.7% 0.0% 33.3% 65.6% 18.0% 16.4%

集団 30.0% 0.0% 70.0% 67.2% 0.0% 32.8% 0.0% 0.0% 100.0%

個別 72.1% 3.0% 24.9% 86.8% 0.0% 13.2%

合計 30.0% 0.0% 70.0% 71.6% 2.7% 25.7% 82.1% 0.0% 17.9%

集団 75.8% 14.7% 9.5%

個別 60.4% 29.6% 9.9%

合計 61.4% 28.7% 9.9%

集団 45.5% 27.3% 27.3%

個別 72.7% 9.1% 18.2%

合計 65.9% 13.6% 20.5%

集団 58.3% 0.0% 41.7% 58.7% 0.5% 40.8%

個別 26.2% 18.8% 55.1%

合計 58.3% 0.0% 41.7% 31.8% 15.6% 52.6%

集団 94.2% 3.6% 2.2%

個別 62.8% 20.8% 16.4%

合計 68.1% 17.9% 14.0%

集団 50.0% 0.0% 50.0% 70.0% 0.0% 30.0%

個別 58.6% 16.8% 24.6% 55.6% 0.0% 44.4% 60.5% 7.0% 32.6%

合計 58.6% 16.8% 24.6% 54.5% 0.0% 45.5% 62.3% 5.7% 32.1%

集団 46.2% 38.5% 15.4% 82.5% 3.5% 14.0%

個別 0.0% 100.0% 0.0% 24.1% 0.4% 75.5% 57.1% 0.0% 42.9% 12.1% 0.0% 87.9%

合計 42.9% 42.9% 14.3% 34.1% 0.9% 65.0% 57.1% 0.0% 42.9% 12.1% 0.0% 87.9%

集団
個別
合計
集団
個別
合計
集団 71.0% 3.2% 25.8%

個別 61.0% 23.5% 15.5% 63.9% 5.6% 30.6% 73.9% 3.9% 22.2%

合計 61.0% 23.5% 15.5% 63.9% 5.6% 30.6% 73.4% 3.8% 22.8%

集団 68.2% 10.1% 21.7% 25.0% 0.0% 75.0% 63.8% 0.0% 36.2%

個別 34.6% 0.0% 65.4% 0.0% 0.0% 100.0%

合計 62.6% 8.4% 29.0% 17.6% 0.0% 82.4% 63.8% 0.0% 36.2%

集団
個別 60.9% 20.9% 18.2%

合計 60.9% 20.9% 18.2%

集団 100.0% 0.0% 0.0%

個別 51.1% 24.6% 24.3% 76.1% 1.8% 22.1%

合計 51.1% 24.6% 24.3% 77.9% 1.6% 20.5%

集団 64.7% 35.3% 0.0%

個別 62.8% 30.9% 6.3% 63.6% 0.0% 36.4% 80.9% 7.4% 11.8%

合計 62.8% 30.9% 6.3% 63.6% 0.0% 36.4% 77.6% 12.9% 9.4%

集団 67.4% 13.0% 19.6% 80.7% 4.6% 14.6% 38.5% 3.8% 57.7%

個別 53.6% 9.2% 37.2%

合計 67.4% 13.0% 19.6% 65.3% 7.2% 27.5% 38.5% 3.8% 57.7%

集団 32.1% 28.6% 39.3%

個別 67.0% 24.2% 8.9%

合計 66.4% 24.2% 9.3%

集団 56.3% 6.3% 37.5% 50.0% 0.0% 50.0% 70.0% 10.0% 20.0%

個別 64.8% 13.0% 22.2% 69.2% 3.8% 26.9%

合計 56.3% 6.3% 37.5% 64.5% 12.7% 22.8% 69.4% 5.6% 25.0%

集団
個別
合計
集団 ― ― ― 0.0% 100.0% 0.0%

個別 0.0% 0.0% 100.0%

合計 ― ― ― 0.0% 50.0% 50.0%

集団 0.0% 0.0% 100.0%

個別 0.0% 0.0% 100.0% ― ― ―

合計 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

府中市

八王子市

立川市

武蔵野市

三鷹市

青梅市

東大和市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

福生市

狛江市

奥多摩町

清瀬市

東久留米市

武蔵村山市

多摩市

稲城市

羽村市

あきる野市

西東京市

瑞穂町

日の出市

檜原村

1
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2

3

0
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1
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3

4
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精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

精検受診率
精検

未受診率
精検結果
未把握率

子宮頸 乳胃（エックス線） 胃（内視鏡） 肺（統合） 大腸
類型

該当が
ん種数

集団 66.7% 11.1% 22.2% 40.3% 22.6% 37.1% 0.0% 0.0% 100.0%

個別
合計 66.7% 11.1% 22.2% 40.3% 22.6% 37.1% 0.0% 0.0% 100.0%

集団 ― ― ― ― ― ― 0.0% 0.0% 100.0%

個別
合計 ― ― ― ― ― ― 0.0% 0.0% 100.0%

集団 50.0% 50.0% 0.0%

個別
合計 50.0% 50.0% 0.0%

集団
個別
合計
集団 0.0% 0.0% 100.0% 未把握 未把握 100.0% 未把握 未把握 100.0% ― ― ― 未把握 未把握 100.0%

個別
合計 0.0% 0.0% 100.0% 未把握 未把握 100.0% 未把握 未把握 100.0% ― ― ― 未把握 未把握 100.0%

集団 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

個別
合計 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

集団 66.7% 16.7% 16.7%

個別
合計 66.7% 16.7% 16.7%

集団 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

個別
合計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

集団 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.0% 0.0% 100.0%

個別 ― ― ―

合計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.0% 0.0% 100.0% ― ― ―
発出無　12自治体 Ⅰ 43
※　類型　①Ⅰ：精検未把握率が高値（未把握・未受診同数含）　②Ⅱ：精検未受診率が高値　③Ⅲ：要精検者数未把握　④Ⅳ：全がん種許容値達成 Ⅱ 8
※　集団・個別のいずれか一方が許容値に達していない場合は、参考として許容値に達している数値を斜字、網掛して残している。 Ⅲ 1
※　未把握率と未受診率とを比較し、高い指標値を太字下線を引いている。 Ⅳ 10
※　ハイフン（「－」）は、要精検者０人。
※　　「／」は、検診を実施していない又は指針外の検査方法の実施であり、対象から除外。
※　空白のセルは、精検受診率が許容値に達成している。

八丈町

青ヶ島村

小笠原村

大島町

利島村

新島村

神津島村

三宅村

御蔵島村

3

1

0

1

1

1

0

1
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Ⅳ
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Ⅰ
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別紙３

精検受診率の状況に応じた、助言内容の組み合わせについて

  以下４つの類型に応じて、助言内容等を組み合わせる。

１ 類型と組合せ

Ⅰ 精検結果未把握率の高いがん種が多い自治体(精検結果未把握・精検未受診同数含)
精検結果未把握率を下げるための取組＋（２）取組報告

Ⅱ 精検未受診率の高いがん種が多い自治体

精検未受診率を下げるための取組＋（２）取組報告

Ⅲ 要精検者数を把握していない自治体

要精検者数を把握するための取組＋（２）取組報告

Ⅳ 全てのがん種が精検受診率の許容値を満たす自治体

引き続き、精検受診率向上に向けたメッセージ＋（２）取組報告

２ 助言内容

（１）精検結果未把握率を下げるための取組（類型Ⅰ）

  ア 精検結果把握体制の構築

   ・精検結果報告書（東京都統一様式）や都指針掲載の様式類の導入

   ・精検結果回収ルートの整備

    都内の状況をみると、精密検査実施医療機関から区市町村に報告されるまでに介

在する医療機関が少ない回収ルートは精検結果未把握率が低い傾向にあります。

    例１）精密検査実施医療機関から直接区市町村に報告

    例２）精密検査実施医療機関から地区医師会を通じて区市町村に報告

     ・精検報告書の依頼文に報告期限を明記（例：精検実施日から１か月以内に返却など）

・精検結果について一次検診機関や要精検者本人に定期的に確認する（例：３か月、

６か月、１年後の計３回の確認など）。

  イ 精密検査機関一覧を要精検者に提示

       精検結果の報告に同意を得られた医療機関を一覧にし、要精検者に提示すること

で、精検結果が報告される体制を構築する。

（１）精検未受診率を下げるための取組（類型Ⅱ）

  ア 一次検診受診時までに、あらかじめ「要精検の場合は必ず精検を受けること」を含

む「受診者への説明」資料を配布し、かつ、精密検査の勧奨時には、精密検査の重要

性を十分に伝える。

資料３－参考資料（別添３）
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イ 精密検査の受診勧奨・再勧奨の徹底

  ウ 精密検査機関一覧を要精検者に提示

   要精検者が精密検査を受診するための利便性を向上させる。

（１）要精検者数を把握するための取組（（類型Ⅲ）対象：台東区のみ）

  ア 契約書に委託先検診機関からの検診結果一覧の提出に係る条項を盛り込む

  イ 併せて要精検者が確実に精密検査を受診するための環境の整備

(ア) 受診者台帳の整備（対象者の整理、受診歴・検診・精検結果等の記録）。

   (イ) 精密検査の受診勧奨の実施

   (ウ) 精検結果把握体制の構築

    ・精検結果報告書東京都統一様式や都指針掲載の様式類の導入

    ・精検結果回収ルートの整備

     都内の状況をみると、精密検査実施医療機関から区市町村に報告されるまでに

介在する医療機関が少ない回収ルートは精検結果未把握率が低い傾向にあります。

     例１）精密検査実施医療機関から直接区市町村に報告

     例２）精密検査実施医療機関から地区医師会を通じて区市町村に報告

  

（１）貴自治体につきましては、全てのがん種において精検受診率が許容値を満たしており

ましたので、引き続き、精度管理向上に向けた取組を実施してください。（類型Ⅳ）

＜参考＞「事業評価のためのチェックリスト(市区町村用)」の関連項目（類型Ⅰ~Ⅲ共通）

精検受診率向上に対応するチェックリスト項目です。取組の参考にしてください。

市区町村の役割 対応するチェックリスト項目

① 精検受診の

有無の把握

個人毎の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を、市区町村、検診機関（医療

機関）、精密検査機関が共有しているか

精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義に従って区別し、精密検査未受診者を

特定しているか

精検受診率を集計しているか

精検未受診率と未把握率を定義に従って区別し、集計しているか

② 精検未受診

者に対する

受診勧奨

要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）※の一覧を提示して

いるか※ここで提示する精密検査機関には、可及的に精密検査結果の報告を義務付けること

精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか

③ 精検受診率

の分析

精検受診率を性別・年齢５歳階級別に集計しているか

精検受診率を検診機関別に集計しているか

精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか

参考 国立がん研究センターがん対策情報センター

「自治体担当者のためのがん検診精度管理マニュアル＜第 2 版＞」Ⅳ章 精検受診の有無の把握と受診勧奨
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（２）取組報告（類型Ⅰ~Ⅳ共通。Ⅳは（１）となる）

精検受診率の向上に向け、以下のとおり御報告いただくようお願いいたします。

  ア 報告方法

(ア) 精検受診率が許容値未満のがん種があった自治体

     別添「がん検診精密検査受診率向上に向けた取組について（報告）」に、精検

未受診率又は精検結果未把握率が低い要因を記入し、（１）を踏まえた今後の取

組を記入

してください。

      また、昨年度御提出いただいた同報告の「今後の取組」御記入いただいたこと

で、実施して改善できた事例等がありましたら、併せて記入してください。

   (イ) 精検受診率が許容値を満たしている自治体

         別添「がん検診精密検査受診率向上に向けた取組について（報告）」に、こ

れまでの取組及び改善事例を記入してください。

  イ 報告期限

    令和 2 年 8月 28 日（金曜日）

  ウ 報告先

    東京都福祉保健局保健政策部健康推進課 成人保健担当 精度管理ライン宛

    メールアドレス：S0000289@section.metro.tokyo.jp
  エ 報告の目的

    精検受診率が低値である原因を当該区市町村が自ら調査し把握することにより、

地域の実情に応じた効果的な取組を提案していただき、今後、都においてその取組の

進捗状況を確認するため。また、実際に精検受診率向上に寄与した取組について区市

町村に共有することで都全体の精検受診率向上に繋げるため。
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 各

方
法
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が
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診
の

1
次

ス
ク
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ニ
ン

グ
方

法
と
し
て
実
施
し
た
場
合
の
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価
で
あ
る
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参
照
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は

、
現
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に
お
い
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が
ん

検
診

と
し
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実
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す
る
た
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の
証
拠
が
不
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分
で
あ
る
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意
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す
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後
の
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究
成
果
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っ
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将
来
的
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能
性

が
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る
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